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１. はじめに ～公益通報者保護法の存在意義～

ここ数年､ 自動車メーカーのリコール隠し､ 病院における医療ミス､ 食肉の原産国や産地表示を偽って販売

した食品メーカー等､ 法令違反行為によって国民の財産や健康が脅かされる事態は枚挙に遑がない (次頁の

[別表１] 参照)｡ こうしたケースにおいては､ 内部通報が端緒となって発覚し､ あるいは､ 通常であれば表に

出てくるはずのない内部の事情が明らかとなったために､ 被害の拡大を防止できたり､ 責任追及が可能となる

ことも少なくない｡

また､ 最近の事案については､ 次頁の [別表１] に類似した事例も多発しているし､ あるいは内部通報によっ

て不祥事が明らかになったということが表に出ていない事案も多く存する｡ そういった意味では内部告発者､

公益通報者の保護の必要性が高くなっているのが現状である｡

このような企業不祥事が内部告発により次々に明らかにされる状況に対応して､ 我が国において､ 内部告発

者 (���������	
��：ホイッスルブロアー) を保護するための法律である ｢公益通報者保護法｣ が平成�年４

月に施行された｡ この法律は､ 一言でいえば､ 自らが勤務する会社や役所等での反社会的・不正行為を内部告

発した人を､ 解雇や不当な処遇から保護する法律である｡ なお､ ｢ホイッスルブロアー｣ とは､ 警笛を鳴らす

人､ 正義のために笛を吹いて警告を発する人を意味する｡

公益通報者保護法では､ ｢内部告発｣ という言葉を用いず､ ｢公益通報｣ と呼んでいるが､ 後述するとおり､

この呼び方は､ イギリスの法律をベースにして取り入れられたものである｡ この法律は､ 公益の実現に資する

ような通報を行ったものに対して､ 解雇等を無効にするという法律である｡ 解雇等を無効にするという点では､

労働法のカテゴリーに属するが､ 他の観点からみると､ 公益の実現を促進するという意味においては､ 単なる

労働者の利益ではなく社会的あるいは公共の利益を促進するという機能をももたらされているといえる｡

既知の通り､ 我が国では判例による解雇権濫用法理があり､ そして､ それが労基法改正により明文化される

に至って (旧労基法�条の２)､ その後､ 平成��年３月に労働契約法が施行され､ この法律の中に解雇権濫用

禁止が規定 (��条) されているので､ 公益通報者保護法の存在自体､ 一体どのような意味があるのか､ 当初は

疑問を呈する者も多かった｡ しかし､ 法的ルールとして保護される場合の要件が明確化されたこと (公益通報

者保護法２条)､ 解雇以外の不利益取扱いの禁止 (同法５条) については､ 労働法体系の中には現在でも条文

には存在しないことからすると､ それを明記したという点では､ 意義深いといえる｡ また､ 公益通報者保護法

によって､ 内部告発は社会の中でマイナスイメージであったが､ 社会的にプラスのイメージに転化したといえ

る｡ 要するに､ 公益通報者保護法により､ 法的保護を享受するということで､ 働く人たちの意識が変化したよ

うに思える｡
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先述の通り､ 企業不祥事の報道は今やさほど珍しくないが､ こうした企業不祥事の多くは従業員の内部告発

により発覚している｡ 従業員の内部告発は､ 企業の不祥事を明らかにするという意味で公益に資する行為であ

るが､ 従業員が､ 強制的に退職に追い込まれたり､ 社内で様々な嫌がらせを受けたりするという例が多いのが実

態である｡ 従業員がこのような事態に陥らないようにするために､ 労働法上､ 取り組む必要がある課題といえる｡

内部告発は､ 例えば､ 市民や消費者の生命や身体の安全性に危険をもたらす企業内部情報の開示により､ 被

害を防止したり最小限にくい止めたりすることができるというような意味で､ 公益に役立ちうるものである｡

以下では､ まず現行法上､ 公益通報者保護法の概要を中心に､ 現在の法的ルールはどのようなものかを解説

し､ 重要な基本的論点についても触れておきたい｡

[別表１]

２. 公益通報者保護法とその背景､ ＣＳＲとコンプライアンスとの関係性

公益通報者保護法の重要性はＣＳＲ (企業の社会的責任)､ コンプライアンス (法令遵守) の確立の必要性

からも導き出されるといえよう｡ 企業法務の観点からは､ 予防法務の一環として､ また､ ＣＳＲ確立への取組

みの一環として公益通報者保護制度は位置づけられることとなる｡ 特に､ 労使協議を通じたコンプライアンス

の確保のためにも有意であることはいうまでもない｡

また､ 公共政策的な観点からみると､ 公益通報者保護制度は､ 規制緩和に伴う行政規制の変化に伴った制度

であろうと考えられる｡ 要するに､ 事前規制 (参入規制) から事後規制 (行為規制) へ (明確なルールの事前

設定) 規制のあり方が変化し､ 違反に対する罰則の強化 (日常的コンプライアンスへの取組みを量刑に反映さ

せる方法) へ移行された結果である｡ そこで､ コンプライアンスのチェック手法として､ 公益通報者保護制度
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・ 三菱自動車工業のリコール隠し事件 (����年)

・ 雪印食品 (雪印乳業の子会社) と日本フード (日本ハムの子会社) の牛肉偽装・詐欺 (����年)

・ 佐世保重工の助成金不正受給 (����年)

・ 全農チキンフーズの鶏肉偽装 (����年)

・ 協和香料化学の無認可物質使用 (����年)

・ ダスキンの無認可物質使用 (����年)

・ ＵＳＪの賞味期限切れ食肉使用 (����年)

・ 東京電力の原子炉損傷隠し (����年)

・ トナミ運輸のカルテル告発者に対する不利益取扱い発覚 (����年)

・ 愛媛県警の不正経理内部告発者に対する不利益取扱い発覚 (����年)

・ 不二家消費期限切れの原料使用 (����年)

・ ミートホープ肉ミンチ偽装 (����年)

・ 石屋製菓 (白い恋人) 賞味期限の改ざん (����年)

・ 赤福製造日付改ざん (����年)

・ 比内鶏原料肉の産地偽装 (����年)

・ ニチアス耐火性能偽装 (����年)

・ 栗本鉄工所製品強度偽装 (����年)

・ 船場吉兆牛肉の産地偽装､ 賞味期限改ざん (����年)



は位置づけられるとともに､ 内部統制システムの一環としての内部通報制度＝コンプライアンスのための内部

通報制度 (法的リスクを未然に防止する制度) として位置づけられる｡

先述の通り､ 近年､ 国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが､ 事業者内部の関係者等から

の通報を契機として相次いで明らかになったということが公益通報者保護法の制定の背景であり､ そうした状

況の中で公益通報者の保護というのは､ これまでのわが国の法制度設計に合致しない､ あるいは日本文化に合

わないという意見もあった｡ しかしながら､ やはり公益通報者の保護を図らない限り､ 国民生活にかかわる法

令遵守が達成できないという認識のもと､ 公益通報者保護法が制定されている｡ なお､ 公益通報者保護法が制

定されたのは平成��年６月で平成��年４月から施行されている｡

公益通報者保護法の制定にあたってはイギリスやアメリカの立法が参考にされているが､ 特にイギリスの公

益開示法をモデルに制定されている｡

イギリスの公益開示法と同様に､ 我が国の公益通報者保護法の通報主体は労働者である (同法２条２項)｡

社長は事業者であるが､ こういった事業者を保護の対象にするかというのも立法時に議論されたところである

が､ 事業者については､ 事業者間の取引自由というのを考慮しなくてはいけないという意見があったし､ ある

いは諸外国でも事業者を保護の対象にしている立法はなかったということから､ あくまでも公益通報者保護法

の保護対象は労働者になっている｡ ただ公益通報者保護法の対象にはなっていないが､ 事業者の通報によって

契約が解除されたというものについては､ 個々の事案毎に裁判によって判断されるということである｡ ちなみ

に､ 取締役､ 下請事業者等､ 取引事業者も含めるべきではないかとの議論があるが､ 取締役等の事業者の役員

は､ 労働者と比べて重い忠実義務を負い､ 自ら法令違反を是正すべき立場にあること､ また､ 取引事業者につ

いては､ 事業者間の取引関係に法的保護を加えることは取引自由の原則から慎重に検討すべきと考えられる｡

なお､ 付言しておくが､ 企業が自覚的にコンプライアンス (法令および社会規範の遵守) を実現する内部体

制を整備し､ 従業員からの通報もできるだけ企業内の信頼するに足る機関 (コンプライアンス委員会等) に行

われるようにし､ それにより従業員が企業外部への通報 (内部告発) をする状況に陥らずに勤務できる快適な

職場環境を実現することが重要である｡ 内部告発は､ 企業がこうした内部体制の整備を怠っている場合に､ は

じめて保護されるようにすべきものなのである｡

３. 公益通報者保護制度についての諸外国の動向

次に､ 諸外国の内部告発者の保護制度について簡単にみておくことにしよう｡

まず､ アメリカであるが､ ����年に内部告発者保護法 (����	
��
�����	��	����	) が制定されてい

る｡ これは､ ウォーターゲート事件後に制定された����年の公務サービス改革法を改正､ 強化した法律である｡

この法律により､ 連邦行政機関職員､ 特に内部告発者を ｢禁じられた人事上の行為｣ (具体的には､ 内部告発

を行った者に対し､ 報復的人事を行うこと) から守ること､ ②内部告発に対して報復を受けたと申し立てる職

員の立証責任の軽減等を規定している｡ また､ ����年には､ 企業改革法 (サーベンス・オクスリー法：������

�����
����	) が制定されている｡ ����年７月��日に成立した企業改革法第���条は､ 内部通報を行った上場

企業及び証券会社の従業者に対する保護として､ 当該従業者に対し､ 解雇､ 降格､ 停職､ 脅迫､ 嫌がらせ､ そ

の他の雇用条件上の不公平な取扱いをしてはならないと規定している｡ 違法行為の疑いがある場合に内部告発

者が情報を提供する相手先として連邦規制機関又は連邦捜査当局､ 連邦議員又は連邦議会委員会の委員､ 従業

員に対する監督権を有する者又は不正行為を調査し､ 発見し､ 差止める権限を有し､ 雇用者のために働く者を
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指定している｡

一方､ イギリスでは､ ����年のヘラルド号転覆事故､ ����年のロンドンシティ列車二重衝突事故､ ����年の

ライム湾カヌー事故等を契機として公益開示法 (���	
���������
��	��������) が制定されている (����

年７月２日施行)｡

この法律は､ 官公庁に限らず民間のすべての工場､ 製造所､ 病院､ 事務所､ 店舗等にまで適用される｡ 内部

告発をなしうる労働者は､ 雇用契約下にある被用者､ 派遣労働者､ 国民保健サービスに従事する医療関係者､

職業訓練生､ (軍､ 公安､ 警察関係を除く) 公務員､ エージェンシーの契約職員､ 在宅労働者等である｡ 内部

告発の対象となるのは､ 犯罪行為､ 法律上の義務の不履行､ 誤審､ 人の健康又は安全に対する危険､ 環境破壊

又はこれらのいずれかに関する情報の隠匿である｡ 内部告発の相手先は､ 内部ルートを原則とし､ 使用者又は

その他の責任者､ 弁護士等､ 法律助言者､大臣又は国務大臣の命令によって指定される者である｡ なお､ 外部

ルートによる内部告発の相手先は､ 警察､ 報道機関､ 憲兵等である｡

公益開示法は､ 告発によって不利益を被らない権利を保障し､ 不利益を被った場合には､ 雇用審判所への申

し立てを認めている｡ 雇用審判所は､ 不当解雇の申し立てに正当な理由があると認めるときは､ 原職復帰､ 再

雇用又は補償金支払いを命ずることとなっている｡

４. 公益通報者保護法の立法趣旨と制定過程

我が国では､ ����年頃より､ 消費者の安全を確保するために公益通報者 (内部告発者) を保護する制度を導

入しようという気運が高まり､ 内閣府における法的検討を経て､ ����年６月に公益通報者保護法が成立､ ����

年４月１日から施行していることは先述の通りであるが､ 以下では､ 簡単に公益通報者保護法の立法趣旨と制

定過程について概観してみたい｡

����年２月､ 国民生活審議会の消費者政策部会 ｢第６回自主行動基準検討委員会｣で ｢内部通報者 (��
��	��

�	����)｣ の保護制度の必要性について話題になり､ ����年３月､ ｢第７回自主行動基準検討委員会｣ におい

て､ 先述したイギリスの ｢公益開示法｣ を参考に､ ｢公益通報者保護制度｣ という言葉が使われることとなり､

食品安全や表示､ リコール等にかかわる事件が公益通報によって発覚している現状を踏まえ､ 内部通報者を保

護する法制の整備や事業者内部でのヘルプラインの設置等について議論が交わされていた｡

その後､ ����年��月､ 自主行動基準検討委員会の最終報告 ｢消費者に信頼される事業者となるために――自

主行動基準の指針｣ では､ 次のように公益通報者保護制度のあり方について検討する必要性を記している｡

すなわち､ ｢事業者内部の従業員等からの通報を契機として事業者の不祥事が明らかになる事例が相次いで

いる中､ 早期に問題点を発見し問題が大きくなる前に対策を講じ､ 再発防止策を施すことができるよう事業者

又は事業者団体内部で従業員等からの通報を受け付けるヘルプラインを整備する必要がある｡ ・・・我が国に

おいても通報者を保護する制度のあり方について､ 早急な検討がなされる必要がある｣｡

����年��月､ 国民生活審議会消費者政策部会のもとに ｢公益通報者保護制度検討委員会｣ が設けられ､ ����

年１月､ ５回の委員会を経て､ ����年５月に ｢公益通報者保護制度の具体的内容について｣ の報告書を提出さ

れた｡

この報告書は､ ｢保護される通報の対象｣ を ｢消費者利益の擁護｣ に限定し､ ｢保護される労働者｣ を ｢事業

者に雇用されている労働者｣ に限定している｡ そして､ 内閣府によって､ 上記報告書の内容をベースにして

｢公益通報者保護法案 (骨子案)｣ が策定され､ 同案についてパブリックコメントが募集された｡ その後､ 閣議
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決定を経て､ ����年３月に第���回国会に提出された｡ 国会上程後は､ 本法案は､ 衆議院・参議院の本会議に

おける簡単な趣旨説明と質疑の後､ 衆議員・参議員の内閣委員会に付託され､ 原案どおり可決､ 成立している｡

５. 公益通報者保護法の概説

次に公益通報者保護法の目的についてであるが､ 公益通報者の保護を図る､ それから事業者による法令遵守

促進を図る､ そして国民生活の安定と社会経済の健全な発展を図るということが法律の目的であり (同法１条)､

そのために､ 公益通報者の解雇の無効等を定め (同法５条)､ 公益通報に関して事業者や行政機関のとるべき

措置を定めている (同法９条､ ��条)｡

公益通報者保護法は､ 公益通報者の解雇の無効あるいは不利益取り扱いの禁止ということを規定しているが､

不利益取扱いの禁止に違反したからといって､ 罰則を課するという体系にはなっていない｡ つまり､ 公益通報

者保護法は､ 公益通報者に対して不利益取扱いを行った民間事業者に対して刑罰を課するということではなく､

民事ルールを定める法律となっている｡ なお､ ｢民事ルール｣ とする理由については､ 法が制限しようとして

いる解雇その他の不利益な取り扱いは､ 労働者と事業者との労働契約関係という民事関係における問題である

ため､ 民事ルールの整備を行うことが基本であるという観点を重視している｡

また､ 違反行為に対して罰則を設けることについては､ 一般に､ 罰則を設けるかどうかは､ その規定によっ

て行おうとする強制の程度等を勘案して決定すべきものと考えられるが､ 立法過程においては､ 国民生活審議

会の提言では､ このような幅広く適用されるルールを罰則により担保すべきとはされなかった (なお､ 英国の

公益開示法も罰則は設けていない)｡

さらに､ 公益通報者保護法に違反し､ 公益通報者に対して解雇等の不利益な取扱いを行った場合､ 事業者に

対して刑罰や行政処分が課せられることはあるかという点も一つの論点といえるが､ 公益通報者保護法はあく

までも民事ルールを定めたものであり､ 公益通報者保護法違反を理由に事業者に対して刑罰や行政処分が課せ

られることはないが､ それとは別に､ 通報対象となる法令違反行為については､ 関係法令に基づき刑罰や行政

処分が課せられることがあると解釈できる｡

また､ 公益通報を契機として通報者が解雇等の不利益な取扱いを受けた場合には､ 司法の場で解決を図るこ

ととなるが､ こうした司法判断を仰がなくてもすむように､ 通報者が公益通報者保護法によって保護される要

件を明確にし､ 予見可能性を高めたという点が､ この法律の大きな特徴でもある｡

次に､ 公益通報者保護法の概要についてであるが､ 労働者が事業者内部の法令違反行為について､ 事業者内

部､ 行政機関､ その他事業者外部に対して､ それぞれ所定の要件を満たして公益通報を行った場合､ 解雇の無

効､ その他の不利益取り扱いの禁止､ 事業者や行政機関のとるべき措置を規定するということであり (同法２

条)､ ここで留意すべきは､ 通報先に３つあるということである｡ 事業者内部と行政機関､ その他事業者外部

というように３パターンあり､ それぞれ要件が異なっている｡

上記のようになぜ異なるかというと､ 先述したとおり､ 労働者には事業者の利益を不当に害さない誠実義務

があるわけであり､ 事業者の正当な利益を侵害するおそれがある場合は､ それは要件を厳しくするという考え

方に則っている｡ 事業者内部に情報がとどまっている場合であれば､ それほど事業者の利益を害するおそれが

ないわけであるが､ 例えば､ マスコミ等の事業者外部に行った場合には､ 場合によっては事業者の利益を害す

るおそれもあるわけである｡ この要件については､ 後述したい｡

ところで､ なぜ公益通報者保護法といった法律が必要となったかという点について､ 以下述べてみたい｡
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第一には､ ひとつには労働者には労働契約における付随義務として事業者の秘密､ 名誉､ 信用などの利益を

不当に害しないようにする義務､ 誠実義務があるということである｡ そのような誠実義務があることから､ 通

報した場合には解雇等の不利益な取り扱いを受けるおそれがあり､ しかも誠実義務の法的根拠は民法の信義則

(１条２項) のみであることから､ どのような場合に義務違反を問われないのかが不明確だったという点が指

摘できる｡

また､ 解雇権濫用法理で､ 判例あるいは労働契約法第��条で客観的に合理的な理由を欠き､ 社会通念上相当

だと認められない場合はその権利を濫用したものとして無効とするということにされているが､ ただ､ 条文を

見てもわかるように､ 非常に要件が曖昧で､ 判例も豊富ということはいえない｡

さらに､ 公序良俗 (民法��条) とか､ あるいは不法行為 (民法���条) というのも保護の根拠になり得るが､

いずれも立証するのが困難ということもあり､ 公益通報者保護という面で考えると､ やはり特別の立法が必要

であるという判断のもとに公益通報者保護法が制定されたところである｡

次に､ 公益通報者の定義であるが､ ①労働者が､ ②不正の目的でなく､ ③その労務提供先又はその役員､ 従

業員等について､ ④法令違反行為が生じ､ 又は生じようとしている旨を､ ⑤次のいずれか､ 事業者内部､ 行政

機関､ その他事業者外部に通報するということが公益通報の定義であり､ 公益通報を行った労働者が公益通報

者という定義である (同条２条) ｡

一つずつみていくと､ まず①通報者は労働者である｡ ここで､ 保護の対象とする公益通報者を ｢労働者｣ と

した理由であるが､ 労働者は一般の国民と異なり､ 事業者内部の犯罪行為や法令違反行為を知り得る立場にあ

る反面､ 知り得た事実を通報した場合に､ 労働契約関係に基づく指揮命令違反や誠実義務違反として解雇その

他の不利益な取扱いを受けることが考えられるため､ 公益通報者保護法では､ 公益通報を理由として労働者が

解雇その他の不利益な取扱いを受けることのないよう法的措置を講ずることとしている｡

②で ｢不正の目的でなく｣ と要件を定めているが､ たとえば不正な利益を得るとか､ あるいは他人に損害を

加える目的ということでなければ不正の目的ではないと判断される可能性がある｡

③の ｢労務提供先又はその役員､ 従業員等について｣ は､ この法律は事業者の法令違反行為について問題に

するので､ まったく業務とは関係しない私生活上の法令違反行為があった場合には､ この法律の対象には入ら

ないということである｡ そして､ その労務提供先については､ まず､ ｢当該労働者を自ら使用する事業者｣ と

なっている｡

派遣労働者については､ 派遣先で法令違反を発見した場合､ そういったものは派遣先の法令違反なので､ 派

遣先に通報できるようにするという趣旨である｡ 論点として､ 派遣元に通報した場合どうするかという問題が

ある｡ そして､ ｢取引業者｣ についても問題である｡ これは､ 例えば請負契約の場合､ 下請の労働者が元請の

労働者の現場に行って働いており､ その元請の現場で違反を発見した場合には､ 下請の労働者が元請の事業者

に対して通報できるようにするという趣旨であるものと考える｡ ｢請負契約その他の契約に基づいて事業を行

う場合｣ の ｢その他の契約｣ には､ 具体的にどのような契約関係が該当するかという点については､ 継続的な

物品納入契約や清掃など反復継続的に役務を提供する場合が該当するものと解釈される｡

また､ ④に ｢法令違反行為が生じ､ 又はまさに生じようとしている旨を｣ ということであるので､ 例えば

｢生じるおそれがある｣ といったようなものは対象にはならない｡ ｢生ずるおそれ｣ が除かれた理由は ｢生ずる

おそれ｣ では､ 当事者間の事実認識の相違を生む可能性があり､ また､ 通報によって事業者に損害が発生した

場合に ｢おそれ｣ の蓋然性をめぐって争いとなる可能性があることから､ 規定ぶりを明確化し､ 事実の発生が

切迫している場合に限定することとしている｡
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⑤の ｢次のいずれかに通報する｣ ということであるから､ 事業者内部としては労務提供先､ あるいは労務提

供先があらかじめ定めた者ということであり､ ｢あらかじめ定めた者｣ とは､ 例えば労務提供先､ 企業で社外

の弁護士と契約して､ 通報窓口にした場合には､ そういった社外の弁護士が入ってくる｡ あるいは民間企業で

あれば､ グループ企業を一括して共通の窓口を設ける場合に､ そういったグループ企業の共通窓口が入ってく

るし､ さらに企業によっては労働組合を事業者内部の通報先として定めることもできるわけである｡ そうした

ところもあらかじめ定めれば事業者内部に該当する｡

行政機関は､ ｢法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関｣ ということである｡ ｢その

他事業者外部｣ は､ たとえば報道機関､ マスコミであるとか､ あるいは消費者団体といったものが入ってくる｡

その他､ ｢被害を受け､ 又は受けるおそれがある者｣ ということであるから､ 有害物質を購入した者や周辺住

民等が入ってくるわけであるが､ 一方 ｢競業他社｣ のように ｢正当な利益､ 競争上の地位その他正当の利益を

害するおそれがあるものは除く｣ ということになっている｡

通報の対象になる法令違反行為とは何かという点については､ 個人の生命又は身体の保護､ 消費者の利益の

擁護､ 環境保全､ 公正な競争の確保､ これら以外のその他の国民の利益の保護にかかわる法律として､ 別表に

掲げる法律がこの公益通報者保護法の対象法律になっている (同法２条３項)｡ 別表には７本法律が掲げられ

ており､ 法律の別表で掲げきれないものは政令で定めている｡ こういった法律は���本 (����年８月��日現在)

ある｡

個人の生命又は身体の保護の代表的な法律として､ 別表では､ 刑法､ 食品衛生法が掲げられており､ 消費者

の利益の擁護の代表的な法律として､ 金融商品取引法､ ＪＡＳ法というものが掲げられている｡ また環境保全

の代表例として大気汚染防止法､ 廃棄物処理法があり､ その他の国民の利益の保護の代表例として個人情報保

護法が掲げられている｡ 公正な競争の確保は､ 法律の別表には掲げられていないが､ 代表的な法律として独占

禁止法があり､ これは政令で定められている｡

注意すべきは､ 国民の生命､ 身体､ 財産その他の利益の保護にかかわる法律がこの公益通報者保護法の対象

であるので､ 国家の機能に関係するような法律は､ 公益通報者保護法の対象法律には該当しないという点であ

る｡ 国家の機能に関係する法律として､ 例えば､ 税法であるとか出入国管理法､ あるいは政治資金規制法といっ

たものがあるが､ これらは公益通報者保護法の対象法律には入らない｡

また､ 通報対象法律の条項はすべて入るかというと､ そうではなく､ 法令違反行為とは､ ｢①当該法律に規

定する犯罪行為｣ 及び ｢②法律の規定に基づく処分に違反することが犯罪行為となる場合における当該処分の

理由とされている事実｣ ということに限定している｡ したがって､ 犯罪行為であるから､ ①のように法律の条

文を見て､ 刑事罰が課せるというような条文については､ 通報対象事実になるということになる｡

一方､ 例えば法律を見て､ こういったことをした場合には､ その効力は無効であるといった､ 民事ルールの

みを定めた条文であるとか､ あるいは､ ｢何々に努めなければいけない｣ といった努力義務規定の条文､ さら

に過料という行政罰に関係するような条文は､ この公益通報の通報対象事実には該当しない｡

また､ ②については､ ある違反をした場合に､ 違反をしたからといってすぐに刑事罰が課されるわけではな

いが､ 違反をしたら､ 行政機関から命令とか指示とか勧告とか受けて､ 命令とか指示とか勧告に違反すれば刑

事罰になるという場合も､ この通報対象事実に含めるという考え方である｡

政令に関しては､ 法律の別表に定めている７本の法律のほか､ 政令で���本 (����年８月��日現在) の法律

を定めているが､ その決定方法は､ 内閣府で国会で新法が制定されるとか､ あるいは廃止とかいう場合､ とく

に新法が制定された場合であるが､ 対象法律になるかどうか､ 例えば､ 刑事罰があるか､ あるいはその法律が
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国民の生命､ 身体､ 財産､ その他の利益を保護する目的かどうかを精査して､ 政令の改正等を行っているとこ

ろである｡

次に､ 通報先に応じた保護の要件についてであるが､ これが公益通報者保護法の重要なポイントとなる｡ 先

述したとおり､ ３つの通報先があり､ それぞれ要件が違っている (次頁の [別表２] 参照)｡

まず事業者内部であるが､ 事業者が設置し又は指定した通報窓口ということであり､ その要件は､ ｢金品を

要求したり他人をおとしめるなど不正の目的でないこと｣ というのが要件であり､ 不正の目的でなければ､ 例

えば､ 社内行われているこの行為は違法ではないと ｢思料｣ しただけで要件を充足する｡ なぜ､ このように要

件が緩和されているのかという点については､ 事業者内部であれば､ 情報が事業者内部に留まっているのであ

るから､ 事業者の正当な利益を害するおそれがないからである｡ なお､ ｢通報窓口｣ となっているが､ 職制上

の上司も事業者内部になるという点については､ 注意が必要である｡ 部下から通報をうけた場合に､ 適切に対

応しないと､ 後述する行政機関や事業者外部への通報要件を満たしてしまい､ 外部通報リスクが高まることに

なるからである｡

次に行政機関であるが､ 行政機関は､ ｢不正の目的でないこと｣ に加え､ ｢真実であると信じる相当な理由が

あること｣ ということが要件に付加される｡ 行政機関であれば､ 当然公務員であるから､ 守秘義務がある｡ まっ

たくの事業者外部に比べると事業者の利益を害されるおそれは低いが､ そうはいっても､ 単なる噂話とか単な

る伝聞でいちいち行政機関に通報されても､ 事業者の立場からいうと困るということとなる｡ 少なくとも､ 単

なる伝聞ではなく､ 相当の資料､ 根拠､ 証拠というのが必要だという考え方がある｡ その他事業者外部につい

ては､ 例えば､ 報道機関や消費者団体等ということであるから､ これは ｢不正の目的でないこと｣､ ｢真実であ

ると信じる相当な理由があること｣ に加え､ ｢次に掲げるいずれかを満たす｣ と､ 規定されている｡ ｢次に掲げ

るいずれかを満たす｣ ５点のうちいずれかの要件を満たせば事業者外部の要件を満たすということである｡

まず､ ｢事業者内部や行政機関に通報すると､ 不利益な取り扱いを受けると信じる相当な理由がある場合｣

であるが､ これは例えば､ 過去に同僚が通報して不利益を受けたというような場合とかが該当すると考える｡

次に､ ｢事業者内部への通報では､ 証拠が隠滅等されると信じる相当な理由がある場合｣ であり､ 組織ぐるみ

で法令違反行為がなされていて､ 通報すれば証拠隠滅されるというふうに考える場合が該当することとなる｡

また､ ３点目が､ ｢事業者から事業者内部又は行政機関に通報しないことを正当な理由がなく要求された場合｣

であり､ 例えば､ 社内規定か何かで行政機関への通報を禁止するというような規定があれば､ この要件に該当

する｡ また４点目であるが､ ｢書面により事業者内部へ通報しても､ ��日以内に調査を行う旨の通知がない場

合｣ である｡ ｢又は正当な理由なく調査を行ない場合｣ については､ 結局､ 調査は開始したが､ その後まった

く放置されているという場合が該当する｡ ５点目の例として､ ｢人の生命､ 身体への危害が発生する急迫した

危険がある場合｣ であり､ 上記５点のいずれかを満たす場合は､ 事業者外部への通報が保護されるという法形

式となっている｡ すなわち､ いくら労働者に誠実義務があるといっても､ 誠実義務を労働者に要求することが

酷な場合であるとか､ あるいは誠実義務を要求することが適当でない場合､ この事業者外部の要件として掲げ

られている｡

つまり､ 事業者内部の要件が緩やかで､ 逆に事業者内部できちんと対応しないと事業者外部の要件を満たす

ような体系になっており､ 事業者内部の体制の整備のインセンティブが働くような仕組みになっている｡ した

がって､ 事業者内部の体制を整備することが重要である｡ 要件さえ満たせばどの通報先に通報してもよい､ つ

まり､ 事業者外部の要件を満たせば､ いきなり事業者外部への通報も保護されるわけであるし､ あるいは要件

を満たせば行政機関､ 事業者外部､ 同時に通報した場合でも保護されるということである｡
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【別表２】

(【別表２】の補足説明)

次に､ 通報者が留意すべき事項であるが､ 通報を行うにあたっては､ 他人の正当な利益､ 名誉､ 信用､ プラ

イバシーなどを侵害しないように配慮するということであり､ いたずらに他人の病歴を明らかにするとか､ あ

るいは事業者の法令違反行為とは関係しないような事業者の営業秘密を暴露するということがないようにとい

う配慮が必要である｡

保護の内容についてであるが､ 解雇の無効あるいは解雇以外にも給与の差別､ あるいはもっぱら雑務に従事

させるといった諸々の不利益の取り扱いも禁止される｡ 解雇は無効ということであるから､ 労働者が訴えれば

裁判では保護されるということである｡ 不利益取り扱いの場合は､ 単なる事実行為もあるから､ 事実行為の場合

には､ そういう不利益取り扱いを受けたということを理由に､ 労働者の方が損害賠償請求をすれば認められる｡

また､ 労働者派遣契約の解除の無効等と規定されているが (同法４条)､ これは､ 派遣労働者が､ 派遣先で

生じている法令違反行為を通報した場合であり､ それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効ということで

ある｡ 労働者派遣契約というのは､ 派遣元の企業と派遣先の企業が結ぶ契約で､ 労働者派遣契約を解除するの

は派遣先の企業が解除するということである｡ 派遣先が契約解除すると事実上､ 労働者は働けなくなるわけで

あるから､ そういった派遣先による解除も無効にするということである｡ また､ 派遣先が派遣労働者の交替を

求めるということも禁止されており､ ｢等｣ というのは､ 不利益取り扱いの例にあるように､ その他の不利益

取り扱い､ 例えば､ 派遣労働者が派遣先の法令違反行為について通報した場合に､ 派遣先の企業がもっぱら雑

務に従事させるというような不利益取り扱いをするということも禁止される｡

他の法令との関係については､ 他の法令でも､ 労働基準法であるとか原子炉等規制法､ 労働安全衛生法､ 鉱

山保安法といった形で､ こういう法令違反行為を理由とする労働者に対する不利益取り扱いを禁止する規定が

ある｡ 多くの場合には､ 刑事罰でそういう不利益取り扱いを禁止するような法律があるが､ こういった法律に

ついても､ 公益通報の場合には､ 従来ある法律の適用も可能であるということが､ 入念的に法律の条文に規定

されている (同法６条)｡

また､ 公定通報者保護法の解雇の無効の規定は､ 労働契約法第��条の適用を妨げるものではない､ さらに､

������ ��	�
� [���������]

��

通報先
不正な目的で
ないこと (Ａ)

真実相当性
(Ｂ)

一定の要件
(その他) (Ｃ)

事業者内部
(勤務先)

○ × ×

行政機関
(監督官庁等の公的機関)

○ ○ ×

外部
(近隣住民や顧客､ 取引先等の
第三者及びマスコミ等)

○ ○ ○

通報先に応じて保護要件を設定する (２条１項)｡

① 事業者内部：(Ａ) 不正の目的でないこと

② 行 政 機 関：(Ａ) ＋ (Ｂ) 真実相当性を有すること

③ 事業者外部：(Ａ) ＋ (Ｂ) ＋ (Ｃ) 一定の要件

※ (Ｃ) ＝不利益な取扱いを受けるおそれがある､ 内部通報では証拠隠滅のおそれがある､ 外部に通報して

はいけないと正当な理由なく求められた､ 書面での内部通報後��日以内に調査を行う旨の通知がない､ また

は事業者が正当な理由なく調査を行わない､ 生命・身体に緊急な危害が及びそうな場合



不利益取扱いの禁止の規程は､ 労働契約法第��条及び第��条の適用を妨げるものではない､ ということも規定

されている (同法６条)｡ 労働契約法第��条というのは､ 先述したとおり､ 解雇は客観的に合理的な理由を欠

き､ 社会通念上相当であると認められない場合は､ その権利を濫用したものとして無効とする､ というもので

ある｡ また､ 労働契約法第��条は､ 出向命令につき､ 第��条は懲戒につき､ それぞれ権利を濫用したと認めら

れる場合は､ 当該出向命令､ 懲戒を無効とする､ というものである｡ 当然､ この公益通報の場合にも､ この労

働契約法の規定の適用があるわけであり､ 公益通報者保護法の対象にならないような通報であっても､ これら

の規定により解雇､ 出向命令､ 懲戒が無効と判断される場合があるということである｡

ただ､ こうした条文は非常に抽象的な条文であり､ 要件が曖昧である｡ 公益通報者保護法は､ 非常に範囲は

厳格で要件も厳しいが､ ある意味では予測可能性をもって保護される｡ 一方で､ これら労働契約法の規定は､

抽象的で､ 範囲が広いが救済されるかどうかが不明確である｡

公益通報者保護法による保護の範囲というのは､ 通報内容という面でも､ 保護要件の面でも､ 非常に厳格に

要件が定まっている｡ 通報内容という面でいうと､ 対象法律が定まっているし､ 対象法律の中でも刑罰規定の

ある条文とかそれに関連する条文に限るというような形で通報内容が厳格に定められているわけであるが､ 他

の法律､ 一般法理による保護される範囲というのはそれよりも広くなっている｡

また､ 保護要件という面でも､ 公益通報者保護法の場合には､ ３つの通報先についてそれぞれ明確に要件が

定められているわけであるが､ その要件に外れるようなものでも､ 他の法律､ 一般法理により保護されるとい

う関係になる｡ 公益通報者保護法の場合には､ 予測可能性をもって保護されるということがこの法律の特徴で

あるわけであるが､ 一方で､ この法律の保護の要件にあてはまらない場合でも一般法理等によって保護される

という点は注意が必要である｡

次に､ 公務員の場合についてであるが､ 公務員の場合も民間企業とほとんど同じである (同法７条)｡ ただ

公務員法の法制があるので､ 公務員法制に基づき不利益取り扱いが禁止される｡ ｢例えば｣ ということで､ 解

雇に当たる免職であるとか不利益取り扱いに当たる降級､ 減給あるいは懲戒処分､ もっぱら雑務に従事させる

ということが禁止をされている｡ 公務員の場合でも､ 公益通報者保護法の対象にならないような通報であって

も､ 一般法理により免職が無効とされる場合等がある｡

公益通報者と守秘義務との関係について問題であるが､ 守秘義務がある以上､ 公務員は公益通報ができない

のではないかという疑問もある｡ 公益通報の対象は ｢犯罪行為｣ や ｢法令違反行為｣ という反社会性が明白な

行為であり､ 秘密として保護するに値しないと考えられ､ こうした行為を公益通報しても守秘義務違反を問わ

れることはないと考えられる｡ なお､ 公益通報に当たって､ 他人の正当な利益や公共の利益に当たる ｢保護に

値する秘密｣ を併せて漏らした場合には､ 守秘義務違反に問われる場合が考えられる｡

なお､ 民間事業者及び行政機関が公益通報を受け付ける際の通報処理の指針とするための通報処理ガイドラ

インを策定しているので､ 参照されたい｡ 現在のところ､ ①国の行政機関の通報処理ガイドライン (内部の職

員等からの通報)､ ②国の行政機関の通報処理ガイドライン (外部の労働者からの通報)､ ③公益通報者保護法

に関する民間事業者向けガイドラインが策定されている (次頁の [別表３]､ [別表４] を参照)｡

※ 本稿は､ ����年５月��日 (土) に中京大学アネックス６階アネックスホールにおいて行われたオープン

セミナー (第��回企業法務研修セミナー) ｢公益通報者保護法と内部通報制度のあり方～内部通報に耐

えうるコンプライアンス経営と企業法務の観点から～｣ での講演内容の一部､ 及び����年６月１日 (月)

に東京大学公共政策大学院で行われた ｢個別分野行政法｣ (公益通報者保護) の講義内容の一部を要約

������ ��	�
������

��



したものである｡

※ 本稿については､ すべて執筆者の個人的見解であり､ 内閣府の公式的な見解を示すものではないことを

付記する｡

������ ��	�
� [���������]

��



������ ��	�
������

��

公
益
通
報
者
保
護
法
の
対
象
法
律
の
イ
メ
ー
ジ

(※
部
分
が
対
象
法
律
｡
下
線
は
公
益
通
報
者
保
護
法
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
法
律
｡)

国
民
の
生
命
､
身
体
､
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
を
直
接
目
的
と
し
た
法
律

国
民
の
生
命
､
身
体
､
財
産

そ
の
他
の
利
益
の
保
護
を
直

接
目
的
と
し
て
い
な
い
法
律

公公公
益益益
通通通
報報報
者者者
保保保
護護護
法法法
ののの
対対対
象象象
法法法
律律律

法
が
掲
げ
る
｢分
野
の
例
示
｣

や
｢法
律
の
例
示
｣
を
踏
ま

え
対
象
と
は
し
な
い
法
律

個個個
人人人
ののの
生生生
命命命
又又又
ははは

身身身
体体体
ののの
保保保
護護護

消消消
費費費
者者者
ののの
利利利
益益益
ののの
擁擁擁
護護護

環環環
境境境
ののの
保保保
全全全

公公公
正正正
ななな
競競競
争争争
ののの

確確確
保保保

そそそ
ののの
他他他

��
個個個
人人人
情情情
報報報
ののの
保保保
護護護
��

��
��

��
知知知
的的的
財財財
産産産
ななな
どどど
��

刑 罰 あ り

被 害 が 生 じ る こ と が 想 定 さ れ る 規 定 に 係 る 刑 罰

違 反 に よ っ て 国 民 の 生 命 、 身 体 、 財 産 そ の 他 の 利 益 へ の

あああ りりり
刑刑刑
法法法
食食食
品品品
衛衛衛
生生生
法法法

薬薬薬
事事事
法法法

道道道
路路路
運運運
送送送
車車車
両両両
法法法

医医医
師師師
法法法

消消消
防防防
法法法

火火火
薬薬薬
類類類
取取取
締締締
法法法

毒毒毒
物物物
劇劇劇
物物物
取取取
締締締
法法法

原原原
子子子
炉炉炉
等等等
規規規
制制制
法法法

労労労
働働働
安安安
全全全
衛衛衛
生生生
法法法

児児児
童童童
福福福
祉祉祉
法法法

老老老
人人人
福福福
祉祉祉
法法法

ななな
どどど

金金金
融融融
商商商
品品品
取取取
引引引
法法法

ＪＪＪ
ＡＡＡ
ＳＳＳ
法法法

計計計
量量量
法法法

割割割
賦賦賦
販販販
売売売
法法法

家家家
庭庭庭
用用用
品品品
品品品
質質質
表表表
示示示
法法法

特特特
定定定
商商商
取取取
引引引
法法法

銀銀銀
行行行
法法法

旅旅旅
行行行
業業業
法法法

電電電
気気気
通通通
信信信
事事事
業業業
法法法

弁弁弁
護護護
士士士
法法法

ななな
どどど

大大大
気気気
汚汚汚
染染染
防防防
止止止
法法法

廃廃廃
棄棄棄
物物物
処処処
理理理
法法法

悪悪悪
臭臭臭
防防防
止止止
法法法

振振振
動動動
規規規
制制制
法法法

水水水
質質質
汚汚汚
濁濁濁
防防防
止止止
法法法

騒騒騒
音音音
規規規
制制制
法法法

土土土
壌壌壌
汚汚汚
染染染
対対対
策策策
法法法

ななな
どどど

独独独
占占占
禁禁禁
止止止
法法法

景景景
品品品
表表表
示示示
法法法

下下下
請請請
法法法

ななな
どどど

個個個
人人人
情情情
報報報
保保保
護護護
法法法

通通通
信信信
傍傍傍
受受受
法法法

著著著
作作作
権権権
法法法

特特特
許許許
法法法

労労労
働働働
組組組
合合合
法法法

商商商
法法法
破破破
産産産
法法法

ななな
どどど

○
事
業
者
に
よ
る
違
反
が
想

定
さ
れ
な
い
法
律

○
事
業
者
の
違
法
な
経
済
活

動
に
よ
っ
て
被
害
が
生
じ

た
と
し
て
も
､
そ
の
被
害

が
個
々
人
の
実
感
で
き
な

い
も
の
で
､
個
々
人
の
生

活
に
及
ぼ
す
影
響
が
小
さ

い
法
律

○
事
業
者
の
違
法
な
経
済
活

動
に
よ
っ
て
被
害
が
生
じ

た
と
し
て
も
､
一
般
的
に

被
害
者
数
が
ご
く
限
ら
れ

る
法
律
な
ど

○
専
ら
法
人
の
内
部
管
理
に

か
か
わ
る
法
律

○
専
ら
国
家
の
機
能
に
か
か

わ
る
法
律

○
各
種
事
業
の
振
興
や
促
進

の
た
め
の
法
律

○
そ
の
他
の
国
民
の
生
命
､

身
体
､
財
産
そ
の
他
の
利

益
の
保
護
を
直
接
目
的
と

し
て
い
な
い
法
律

な し
児
童
手
当
法
な
ど

刑
罰
な
し

民
法
製
造
物
責
任
法

消
費
者
契
約
法

消
費
者
基
本
法

電
子
商
取
引
法

〈
参
考
資
料
〉
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各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
比
較

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(内
部
の
職
員
等
か
ら
の
通
報
)

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(外
部
の
労
働
者
か
ら
の
通
報
)

公
益
通
報
者
保
護
法
に
関
す
る
民
間
事
業
者
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的

(本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
)

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
､
公
益
通
報
者
保
護
法
(平
成
��
年
法
律
第
��
�号
)

の
施
行
に
伴
い
､
国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
､
内
部
の
職
員
等
か
ら
の
法
令

違
反
等
に
関
す
る
通
報
を
適
切
に
処
理
す
る
た
め
､
各
行
政
機
関
が
自
主
的

に
取
り
組
む
べ
き
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
､
公
益
通
報
者
の
保

護
を
図
る
と
と
も
に
､
国
の
行
政
機
関
の
法
令
遵
守
(コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
)

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

(本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
)

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
､
公
益
通
報
者
保
護
法
(平
成
��
年
法
律
第
��
�号
｡

以
下
｢法
｣
と
い
う
｡)
の
施
行
に
伴
い
､
国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
､
外

部
の
労
働
者
か
ら
の
法
に
基
づ
く
公
益
通
報
を
適
切
に
処
理
す
る
た
め
､
各

行
政
機
関
が
取
り
組
む
べ
き
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
､
公
益
通

報
者
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
､
事
業
者
の
法
令
遵
守
(コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
)
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

(本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
と
性
格
)

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
､
公
益
通
報
者
保
護
法
を
踏
ま
え
て
､
事
業
者
の
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
経
営
へ
の
取
り
組
み
を
強
化
す
る
た
め
に
､
労
働
者
か
ら

の
法
令
違
反
等
に
関
す
る
通
報
を
事
業
者
内
に
お
い
て
適
切
に
処
理
す
る
た

め
の
指
針
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

事
業
者
が
､
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
､
事
業
者
内
部
で
の
通
報
処
理

の
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
は
､
事
業
者
内
部
の
自
浄
作
用
を
高
め
る
と
と

も
に
､
事
業
者
外
部
へ
の
通
報
に
よ
る
風
評
リ
ス
ク
等
を
減
少
さ
せ
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
｡

な
お
､
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
､
各
事
業
者
に
お
い
て
一
層
充
実
し
た
通
報

処
理
の
仕
組
み
を
整
備
､
運
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
｡

通
報
処
理
の
仕
組
み
の

整
備

(１
)
通
報
処
理
の
仕
組
み
の
整
備

①
各
行
政
機
関
は
､
通
報
事
案
の
処
理
を
､
通
報
者
の
個
人
情
報
の
保
護

に
留
意
し
つ
つ
､
迅
速
か
つ
適
切
に
行
う
た
め
､
そ
の
幹
部
を
責
任
者
と
し
､

部
署
間
横
断
的
に
通
報
を
処
理
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
｡

②
各
行
政
機
関
は
､
通
報
処
理
の
仕
組
み
に
つ
い
て
､
内
部
規
程
を
作
成

す
る
｡

(１
)
通
報
処
理
の
仕
組
み
の
整
備

①
各
行
政
機
関
は
､
通
報
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
留
意
し
つ
つ
､
迅
速

か
つ
適
切
に
､
通
報
を
処
理
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
｡

②
各
行
政
機
関
は
､
通
報
処
理
の
仕
組
み
に
つ
い
て
､
内
部
規
程
を
作
成

し
公
表
す
る
｡

(仕
組
み
の
整
備
)

○
通
報
の
受
付
か
ら
調
査
､
是
正
措
置
の
実
施
及
び
再
発
防
止
策
の
策
定

ま
で
を
適
切
に
行
う
た
め
､
経
営
幹
部
を
責
任
者
と
し
､
部
署
間
横
断
的
に

通
報
を
処
理
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
と
と
も
に
､
こ
れ
を
適
切
に
運
用
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

(内
部
規
程
の
整
備
)

○
内
部
規
程
に
通
報
処
理
の
仕
組
み
に
つ
い
て
明
記
し
､
特
に
､
公
益
通

報
者
に
対
す
る
解
雇
や
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
を
明
記
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
｡

通
報
・
相
談
窓
口
の
設
置

(２
)
総
合
的
な
窓
口
の
設
置

①
各
行
政
機
関
は
､
当
該
行
政
機
関
に
お
け
る
職
員
等
か
ら
の
通
報
を
受

け
付
け
る
窓
口
(以
下
｢通
報
窓
口
｣
と
い
う
｡)
を
､
全
部
局
の
総
合
調

整
を
行
う
部
局
又
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
所
掌
す
る
部
局
等
に
設
置
す
る
｡

こ
の
場
合
､
各
行
政
機
関
は
､
行
政
機
関
内
部
の
通
報
窓
口
に
加
え
て
､
外

部
に
弁
護
士
等
を
配
置
し
た
窓
口
を
設
け
る
よ
う
努
め
る
｡

②
各
行
政
機
関
は
､
通
報
に
関
連
す
る
相
談
に
応
じ
る
窓
口
(４
.
に
お

い
て
｢相
談
窓
口
｣
と
い
う
｡)
を
設
置
す
る
｡

(２
)
通
報
受
付
窓
口
の
設
置

①
各
行
政
機
関
は
､
労
働
者
か
ら
の
通
報
を
受
け
付
け
る
窓
口
(以
下

｢通
報
窓
口
｣
と
い
う
｡)
及
び
通
報
に
関
連
す
る
相
談
に
応
じ
る
窓
口
を
通

報
者
及
び
相
談
者
に
明
確
に
な
る
よ
う
設
置
す
る
｡

②
通
報
を
受
け
付
け
る
部
局
と
通
報
に
基
づ
く
調
査
や
法
令
に
基
づ
く
措

置
を
と
る
部
局
等
が
異
な
る
と
き
は
､
通
報
者
と
の
連
絡
が
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
な
措
置
を
と
る
｡

(通
報
窓
口
の
整
備
)

○
通
報
窓
口
及
び
受
付
の
方
法
を
明
確
に
定
め
､
…
(略
)

○
新
た
に
通
報
窓
口
を
設
置
す
る
場
合
､
法
律
事
務
所
等
に
委
託
す
る

(中
小
企
業
の
場
合
､
何
社
か
が
共
同
し
て
委
託
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡)

な
ど
､
事
業
者
の
外
部
に
設
置
す
る
こ
と
､
労
働
組
合
を
通
報
窓
口
と
し
て

指
定
す
る
こ
と
又
は
グ
ル
ー
プ
企
業
で
は
グ
ル
ー
プ
共
通
の
一
元
的
な
窓
口

を
設
置
す
る
こ
と
な
ど
も
可
能
で
あ
る
｡
ま
た
､
対
象
と
し
て
い
る
通
報
内

容
や
通
報
者
の
範
囲
､
個
人
情
報
の
保
護
の
程
度
等
を
確
認
の
上
､
必
要
に

応
じ
､
既
存
の
通
報
窓
口
を
充
実
さ
せ
て
活
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡

(相
談
窓
口
の
設
置
)

○
各
事
業
者
の
通
報
処
理
の
仕
組
み
に
関
す
る
質
問
等
に
対
応
す
る
相
談

窓
口
を
設
置
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
相
談
窓
口
は
事
業
者
の
実
情
に
応

じ
て
､
通
報
窓
口
と
一
元
化
し
て
設
置
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡

秘
密
保
持
の
徹
底
､
利
益

相
反
関
係
の
排
除

(３
)
秘
密
保
持
の
徹
底
､
利
益
相
反
関
係
の
排
除

通
報
処
理
に
従
事
す
る
者
は
､
通
報
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら

な
い
｡
ま
た
､
自
ら
が
関
係
す
る
通
報
事
案
の
処
理
に
関
与
し
て
は
な
ら
な

い
｡

(３
)
秘
密
保
持
の
徹
底
､
利
益
相
反
関
係
の
排
除

通
報
処
理
に
従
事
す
る
者
は
､
通
報
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら

な
い
｡
ま
た
､
自
ら
が
関
係
す
る
通
報
事
案
の
処
理
に
関
与
し
て
は
な
ら
な

い
｡

(秘
密
保
持
の
徹
底
)

○
情
報
を
共
有
す
る
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
､
知
り
得
た
情
報
を
口
外
し

な
い
こ
と
等
を
各
担
当
者
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

(利
益
相
反
関
係
の
排
除
)

○
受
付
担
当
者
､
調
査
担
当
者
そ
の
他
通
報
処
理
に
従
事
す
る
者
は
､
自

ら
が
関
係
す
る
通
報
事
案
の
処
理
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
｡

通
報
対
象
の
範
囲

(４
)
通
報
対
象
の
範
囲

通
報
窓
口
に
お
い
て
受
け
付
け
る
通
報
は
､
以
下
の
と
お
り
と
す
る
｡

ア
.
当
該
行
政
機
関
(当
該
行
政
機
関
の
事
業
に
従
事
す
る
場
合
に
お
け
る

職
員
､
代
理
人
そ
の
他
の
者
を
含
む
｡)
に
つ
い
て
の
法
令
違
反
行
為
(当

該
法
令
違
反
行
為
が
生
ず
る
お
そ
れ
を
含
む
｡)

イ
.
ア
.
の
ほ
か
適
正
な
業
務
の
推
進
の
た
め
に
各
行
政
機
関
に
お
い
て
定

め
る
事
実

(４
)
通
報
対
象
の
範
囲

通
報
窓
口
に
お
い
て
は
､
法
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
通
報
対
象
事
実

が
生
じ
､
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
通
報
を
受
け

付
け
る
｡
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各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
比
較

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(内
部
の
職
員
等
か
ら
の
通
報
)

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(外
部
の
労
働
者
か
ら
の
通
報
)

公
益
通
報
者
保
護
法
に
関
す
る
民
間
事
業
者
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

通
報
者
の
範
囲

(５
)
通
報
者
の
範
囲

①
通
報
窓
口
で
は
､
当
該
行
政
機
関
の
職
員
及
び
当
該
行
政
機
関
の
契
約

先
の
労
働
者
か
ら
の
通
報
を
受
け
付
け
る
｡

②
通
報
窓
口
で
は
､
①
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
､
国
民
等
か
ら
の
通
報
も
受

け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
場
合
の
通
報
処
理
の
手
続
に
つ
い
て
は
各

行
政
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(５
)
通
報
者
の
範
囲

通
報
窓
口
で
は
､
通
報
対
象
事
実
に
関
係
す
る
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
い

る
労
働
者
､
当
該
事
業
者
を
派
遣
先
と
す
る
派
遣
労
働
者
及
び
当
該
事
業
者

の
取
引
先
の
労
働
者
か
ら
の
通
報
を
受
け
付
け
る
｡

(６
)
公
益
通
報
以
外
の
通
報
の
取
扱
い

各
行
政
機
関
は
､
法
令
遵
守
を
図
る
た
め
､
法
に
基
づ
く
公
益
通
報
以
外

の
通
報
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
通
報
対
象

と
な
る
事
実
や
通
報
者
の
範
囲
､
通
報
処
理
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
は
､
各
行
政
機
関
が
別
に
定
め
る
｡

通
報
の
受
付

(１
)
通
報
の
受
付

①
通
報
者
の
秘
密
保
持
に
配
慮
し
つ
つ
､
通
報
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
並

び
に
通
報
の
内
容
と
な
る
事
実
を
把
握
す
る
と
と
も
に
､
通
報
者
に
対
す
る

不
利
益
取
扱
い
の
な
い
こ
と
及
び
通
報
者
の
秘
密
は
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
､

通
報
者
に
対
し
説
明
す
る
｡

②
通
報
を
受
理
し
た
と
き
は
受
理
し
た
旨
を
､
受
理
し
な
い
と
き
は
受
理

し
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
､
通
報
者
に
対
し
､
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡

(１
)
通
報
の
受
付
と
教
示

①
通
報
者
の
秘
密
保
持
に
配
慮
し
つ
つ
､
通
報
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
並

び
に
通
報
の
内
容
と
な
る
事
実
を
把
握
す
る
と
と
も
に
､
通
報
者
の
秘
密
は

保
持
さ
れ
る
こ
と
を
通
報
者
に
対
し
説
明
す
る
｡

③
通
報
が
な
さ
れ
た
後
､
こ
れ
を
法
に
基
づ
く
公
益
通
報
と
し
て
受
理
し

た
と
き
は
受
理
し
た
旨
を
､
受
理
し
な
い
と
き
は
受
理
し
な
い
旨
又
は
情
報

提
供
と
し
て
受
け
付
け
る
旨
を
､
通
報
者
に
対
し
､
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

(通
報
受
領
の
通
知
)

○
書
面
や
電
子
メ
ー
ル
等
､
通
報
者
が
通
報
の
到
達
を
確
認
で
き
な
い
方

法
に
よ
っ
て
通
報
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
､
速
や
か
に
通
報
者
に
対
し
､
通

報
を
受
領
し
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡

(通
報
内
容
の
検
討
)

○
通
報
を
受
け
付
け
た
場
合
､
調
査
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
､

公
正
､
公
平
か
つ
誠
実
に
検
討
し
､
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
､
通
報
者
に
通

知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

(個
人
情
報
の
保
護
)

○
通
報
の
受
付
方
法
と
し
て
は
､
電
話
､

�
�
�
､
電
子
メ
ー
ル
等
様
々
な

手
段
が
考
え
ら
れ
る
が
､
通
報
を
受
け
付
け
る
際
に
は
､
専
用
回
線
を
設
け

る
､
個
室
で
面
談
す
る
な
ど
､
通
報
者
の
秘
密
を
守
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

調
査
の
実
施

(２
)
調
査
の
実
施

①
通
報
を
受
理
し
た
後
は
､
調
査
の
必
要
性
を
十
分
に
検
討
し
､
適
正
な

業
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
､
調
査
を
行
う
場
合
は
そ
の
旨
及

び
着
手
の
時
期
を
､
調
査
を
行
わ
な
い
場
合
は
そ
の
旨
及
び
理
由
を
､
通
報

者
に
対
し
､
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

②
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
､
通
報
者
の
秘
密
を
守
る
た
め
､
通
報
者

が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
､
遅
滞
な
く
､
必
要
か
つ
相
当

と
認
め
ら
れ
る
方
法
で
行
う
｡

③
利
害
関
係
人
の
秘
密
､
信
用
､
名
誉
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
に
配
慮
し

つ
つ
､
調
査
中
は
､
調
査
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
､
通
報
者
に
対
し
､
適
宜

通
知
す
る
と
と
も
に
､
調
査
結
果
は
可
及
的
速
や
か
に
取
り
ま
と
め
､
そ
の

結
果
を
､
遅
滞
な
く
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
｡

(２
)
調
査
の
実
施

①
通
報
を
受
理
し
た
後
は
､
必
要
な
調
査
を
行
う
｡

②
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
､
通
報
者
の
秘
密
を
守
る
た
め
､
通
報
者

が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
し
つ
つ
､
遅
滞
な
く
､
必
要
か
つ
相
当

と
認
め
ら
れ
る
方
法
で
行
う
｡

③
適
切
な
法
執
行
の
確
保
､
利
害
関
係
人
の
営
業
秘
密
､
信
用
､
名
誉
及

び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
に
配
慮
し
つ
つ
､
調
査
中
は
､
調
査
の
進
捗
状
況
に
つ

い
て
､
通
報
者
に
対
し
､
適
宜
通
知
す
る
と
と
も
に
､
調
査
結
果
は
可
及
的

速
や
か
に
取
り
ま
と
め
､
そ
の
結
果
を
､
遅
滞
な
く
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
｡

(調
査
と
個
人
情
報
の
保
護
)

○
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
､
通
報
者
の
秘
密
を
守
る
た
め
､
通
報
者

が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
調
査
の
方
法
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
｡

(通
知
)

○
調
査
中
は
､
調
査
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
適
宜
､
被
通
報
者
(そ
の
者

が
法
令
違
反
等
を
行
っ
た
､
行
っ
て
い
る
又
は
行
お
う
と
し
て
い
る
と
通
報

さ
れ
た
者
を
い
う
｡)
や
当
該
調
査
に
協
力
し
た
者
等
の
信
用
､
名
誉
及
び

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
に
配
慮
し
つ
つ
､
通
報
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
､
調
査

結
果
は
､
可
及
的
速
や
か
に
取
り
ま
と
め
､
通
報
者
に
対
し
､
そ
の
結
果
を

通
知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

教
示

(１
)
通
報
の
受
付
と
教
示

②
通
報
内
容
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
､
当
該
行
政
機
関
が
権
限
を
有
し
な

い
と
き
は
､
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
を
､
通
報
者
に
対
し
､
遅
滞
な
く
教

示
す
る
｡

(３
)
受
理
後
の
教
示

通
報
事
案
の
受
理
後
に
お
い
て
､
当
該
行
政
機
関
で
は
な
く
他
の
行
政
機

関
が
処
分
又
は
勧
告
等
を
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

き
は
､
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
を
､
通
報
者
に
対
し
､
遅
滞
な
く
教
示
す

る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
当
該
教
示
を
行
う
行
政
機
関
は
､
法
執
行
上
の

問
題
が
な
い
範
囲
に
お
い
て
､
自
ら
作
成
し
た
当
該
通
報
事
案
に
係
る
資
料

を
通
報
者
に
提
供
す
る
｡
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各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
比
較

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(内
部
の
職
員
等
か
ら
の
通
報
)

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(外
部
の
労
働
者
か
ら
の
通
報
)

公
益
通
報
者
保
護
法
に
関
す
る
民
間
事
業
者
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

是
正
措
置
の
実
施

(３
)
調
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
実
施
等

各
行
政
機
関
は
､
調
査
の
結
果
､
法
令
違
反
等
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き

は
､
速
や
か
に
是
正
措
置
及
び
再
発
防
止
策
等
(以
下
｢是
正
措
置
等
｣
と

い
う
｡)
を
と
る
と
と
も
に
､
必
要
が
あ
る
と
き
は
､
関
係
者
の
処
分
を
行

う
｡

(４
)
調
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
実
施

調
査
の
結
果
､
通
報
対
象
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
､
速
や
か
に
､

法
令
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
適
切
な
措
置
(以
下
｢措
置
｣
と
い
う
｡)
を

と
る
｡

(是
正
措
置
と
報
告
)

○
調
査
の
結
果
､
法
令
違
反
等
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
､
速
や
か

に
是
正
措
置
及
び
再
発
防
止
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
､
必
要
に
応
じ
､
関
係

者
の
社
内
処
分
な
ど
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
ま
た
､
さ
ら

に
必
要
が
あ
れ
ば
､
関
係
行
政
機
関
へ
の
報
告
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
｡

是
正
措
置
の
通
知

(４
)
通
報
者
へ
の
是
正
措
置
等
の
通
知

①
各
行
政
機
関
は
､
当
該
行
政
機
関
が
是
正
措
置
等
を
と
っ
た
と
き
は
､

そ
の
内
容
を
､
利
害
関
係
人
の
秘
密
､
信
用
､
名
誉
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等

に
配
慮
し
つ
つ
､
通
報
者
に
対
し
､
遅
滞
な
く
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
｡

②
各
行
政
機
関
は
､
通
報
の
受
理
か
ら
処
理
の
終
了
ま
で
の
標
準
処
理
期

間
を
定
め
､
又
は
必
要
と
見
込
ま
れ
る
期
間
を
､
通
報
者
に
対
し
､
遅
滞
な

く
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
｡

(５
)
通
報
者
へ
の
措
置
の
通
知

①
当
該
行
政
機
関
が
措
置
を
と
っ
た
と
き
は
､
そ
の
内
容
を
､
適
切
な
法

執
行
の
確
保
､
利
害
関
係
人
の
営
業
秘
密
､
信
用
､
名
誉
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

等
に
配
慮
し
つ
つ
､
通
報
者
に
対
し
､
遅
滞
な
く
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
｡

②
各
行
政
機
関
は
､
通
報
の
受
理
か
ら
処
理
の
終
了
ま
で
の
標
準
処
理
期

間
を
定
め
､
又
は
必
要
と
見
込
ま
れ
る
期
間
を
､
通
報
者
に
対
し
､
遅
滞
な

く
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
｡

(通
知
)

○
是
正
措
置
完
了
後
､
被
通
報
者
や
当
該
調
査
に
協
力
し
た
者
等
の
信
用
､

名
誉
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
に
配
慮
し
つ
つ
､
速
や
か
に
通
報
者
に
対
し
､

是
正
結
果
を
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

関
係
事
項
の
公
表

(５
)
関
係
事
項
の
公
表

各
行
政
機
関
は
､
必
要
と
認
め
る
事
項
を
､
適
宜
公
表
す
る
｡

是
正
措
置
等
の
実
効
性

評
価

(６
)
是
正
措
置
等
の
実
効
性
評
価

各
行
政
機
関
は
､
通
報
処
理
終
了
後
､
是
正
措
置
等
が
当
該
行
政
機
関
に

お
い
て
十
分
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
適
切
な
時
期
に
確
認
し
､
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
､
新
た
な
是
正
措
置
そ
の
他
の
改
善
を
行
う
よ
う
努
め

る
｡

(フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
)

○
事
業
者
は
､
通
報
処
理
終
了
後
､
法
令
違
反
等
が
再
発
し
て
い
な
い
か
､

是
正
措
置
及
び
再
発
防
止
策
が
十
分
に
機
能
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
と
と

も
に
､
必
要
に
応
じ
､
通
報
処
理
の
仕
組
み
を
改
善
す
る
こ
と
､
新
た
な
是

正
措
置
及
び
再
発
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
(以
下
略
)

通
報
者
の
保
護

(１
)
通
報
者
等
の
保
護

①
各
行
政
機
関
は
､
通
報
者
又
は
相
談
者
(相
談
窓
口
に
相
談
し
た
者
を

い
う
｡
②
に
お
い
て
同
じ
｡)
に
対
し
､
通
報
又
は
相
談
を
し
た
こ
と
を
理

由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
｡

②
各
行
政
機
関
は
､
通
報
者
又
は
相
談
者
に
対
し
､
通
報
又
は
相
談
を
し

た
こ
と
を
理
由
と
し
て
懲
戒
処
分
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
等
を
行
っ
た
者

に
対
し
､
懲
戒
処
分
そ
の
他
適
切
な
措
置
を
と
る
｡
正
当
な
理
由
な
く
､
通

報
又
は
相
談
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
た
職
員
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
｡

(解
雇
・
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
)

○
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
通
報
者
に
対
し
､
解
雇
・
不
利

益
取
扱
い
(懲
戒
処
分
､
降
格
､
減
給
等
)
を
し
て
は
な
ら
な
い
｡

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

(２
)
通
報
者
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

各
行
政
機
関
は
､
通
報
処
理
終
了
後
､
通
報
者
に
対
し
､
通
報
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
た
不
利
益
取
扱
い
や
職
場
内
で
嫌
が
ら
せ
が
行
わ
れ
て
い
な
い

か
等
を
適
宜
確
認
す
る
な
ど
､
通
報
者
保
護
に
係
る
十
分
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
を
行
う
｡

(フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
)

○
(略
)
ま
た
､
通
報
者
に
対
し
､
通
報
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
た
不
利
益

取
扱
い
や
職
場
内
で
嫌
が
ら
せ
が
行
わ
れ
た
り
し
て
い
な
い
か
等
を
確
認
す

る
な
ど
､
通
報
者
保
護
に
係
る
十
分
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
｡

救
済
制
度
の
周
知

(３
)
救
済
制
度
の
職
員
へ
の
周
知

各
行
政
機
関
は
､
通
報
又
は
相
談
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
た
不
利
益
取
扱

い
に
つ
い
て
､
職
員
が
不
利
益
取
扱
い
の
内
容
等
に
応
じ
て
､
人
事
院
に
対

す
る
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
(国
家
公
務
員
法
(昭
和
��
年

法
律
第
��
�号
)
第
��
条
)､
勤
務
条
件
に
関
す
る
行
政
措
置
の
要
求
(同
法

第
��
条
)､
苦
情
相
談
制
度
等
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
周
知
す
る
｡

関
連
資
料
の
管
理

(１
)
通
報
関
連
資
料
の
管
理

各
行
政
機
関
は
､
各
通
報
事
案
の
処
理
に
係
る
記
録
及
び
関
係
資
料
に
つ

い
て
､
適
切
な
保
存
期
間
を
定
め
た
上
で
､
通
報
者
の
秘
密
保
持
に
配
慮
し

て
､
適
切
な
方
法
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(１
)
通
報
関
連
資
料
の
管
理

各
行
政
機
関
は
､
各
通
報
事
案
の
処
理
に
係
る
記
録
及
び
関
係
資
料
に
つ

い
て
､
適
切
な
保
存
期
間
を
定
め
た
上
で
､
通
報
者
の
秘
密
保
持
に
配
慮
し

て
､
適
切
な
方
法
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
比
較

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(内
部
の
職
員
等
か
ら
の
通
報
)

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(外
部
の
労
働
者
か
ら
の
通
報
)

公
益
通
報
者
保
護
法
に
関
す
る
民
間
事
業
者
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

仕
組
み
の
周
知

(２
)
職
員
へ
の
周
知

①
各
行
政
機
関
は
､
職
員
に
対
す
る
研
修
の
実
施
､
説
明
会
の
開
催
そ
の

他
適
切
な
方
法
に
よ
り
､
通
報
窓
口
及
び
通
報
処
理
の
仕
組
み
等
に
つ
い
て
､

す
べ
て
の
職
員
等
に
対
し
､
周
知
す
る
｡

②
各
行
政
機
関
は
､
通
報
者
の
上
司
で
あ
る
職
員
が
通
報
を
受
け
た
場
合
､

当
該
職
員
が
自
ら
行
え
る
範
囲
で
必
要
に
応
じ
調
査
を
行
う
と
と
も
に
､
当

該
職
員
の
上
司
へ
の
報
告
､
通
報
窓
口
ヘ
の
通
報
そ
の
他
適
切
な
措
置
を
遅

滞
な
く
と
る
ベ
き
旨
を
周
知
す
る
｡

(通
報
窓
口
の
整
備
)

○
通
報
窓
口
及
び
受
付
の
方
法
を
明
確
に
定
め
､
そ
れ
ら
を
労
働
者
等
に

対
し
､
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

(仕
組
み
の
周
知
等
)

○
通
報
処
理
の
仕
組
み
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
(法
令
遵
守
)
の
重
要
性

に
つ
い
て
､
社
内
通
達
､
社
内
報
､
電
子
メ
ー
ル
等
で
の
広
報
の
実
施
､
定

期
的
な
研
修
の
実
施
､
説
明
会
の
開
催
等
に
よ
り
､
労
働
者
､
管
理
者
等
に

対
し
､
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
特
に
､
通
報
処
理
を
行
う

担
当
者
に
対
し
て
は
､
十
分
な
研
修
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

ま
た
､
職
場
の
管
理
者
等
(通
報
者
等
の
直
接
又
は
間
接
の
上
司
な
ど
)

に
相
談
や
通
報
が
行
わ
れ
た
場
合
に
適
正
に
処
理
さ
れ
る
よ
う
な
透
明
性
の

高
い
職
場
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
｡

協
力
義
務

(３
)
協
力
義
務

①
各
行
政
機
関
の
職
員
は
､
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
､
通
報
に

関
す
る
調
査
に
誠
実
に
協
力
す
る
｡

②
各
行
政
機
関
及
び
職
員
は
､
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
る
通
報
に
つ
い

て
､
他
の
行
政
機
関
そ
の
他
公
の
機
関
か
ら
調
査
等
の
協
力
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は
､
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
､
必
要
な
協
力
を
行
う
｡

(２
)
協
力
義
務

①
各
行
政
機
関
及
び
職
員
は
､
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
る
通
報
に
つ
い

て
､
他
の
行
政
機
関
そ
の
他
公
の
機
関
か
ら
調
査
等
の
協
力
を
求
め
ら
れ
た

と
き
は
､
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
､
必
要
な
協
力
を
行
う
｡

②
各
行
政
機
関
は
､
通
報
対
象
事
実
に
関
し
､
処
分
又
は
勧
告
等
を
す
る

権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
が
複
数
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
､
連
携
し
て
調
査

を
行
い
､
又
は
措
置
を
と
る
な
ど
､
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
協
力
す
る
｡

[別
表
３
]

各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
比
較

国
の
行
政
機
関
の
通
報
処
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

公
益
通
報
者
保
護
法
に
関
す
る

民
間
事
業
者
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(内
部
の
職
員
等
か
ら
の
通
報
)

(外
部
の
労
働
者
か
ら
の
通
報
)

通
報
処
理
の
仕
組
み
の
整
備

○
○

○
通
報
・
相
談
窓
口
の
設

○
○

○

秘
密
保
持
の
徹
底
､
利
益
相

反
関
係
の
排
除

○
○

○

通
報
対
象
の
範
囲

○
○

通
報
者
の
範
囲

○
○

通
報
の
受
付
と
通
知

○
○

○

調
査
と
通
報
者
､
利
害
関
係

人
等
の
秘
密
の
保

○
○

○

教
示

○
是
正
措
置
の
実
施

○
○

○
是
正
措
置
の
通
知

○
○

○
関
係
事
項
の
公
表

○
是
正
措
置
等
の
実
効
性
評
価

○
○

通
報
者
の
保
護

○
○

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

○
○

救
済
制
度
の
周
知

○
関
連
資
料
の
管
理

○
○

仕
組
み
の
周
知

○
○

協
力
義
務

○
○

[別
表
４
]


